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（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 6,517 6,643 101.9% 平成３０年度

令和元年度 6,643 6,454 97.2% 令和元年度

令和２年度 6,700 7,654 114.2% 令和２年度 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 芝地区総合支所　協働推進課

 １ 事業名 区⺠交通傷害保険  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 - 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

区⺠が交通事故による傷害を負った場合や、⾃転⾞等の使⽤による他⼈への損害賠償責任を負った場合に救済する
ために実施する交通傷害保険・⾃転⾞賠償責任保険事業です。

平成３０年度 637 0 0 637

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

555 87.1%

令和元年度 665 175 0 840 748 89.0%

－ － －

●昭和43年４⽉から23区共同事業で「特別区交通災害共済事業」を実施していましたが、平成13年度末で廃⽌と
なりました。（廃⽌については平成12年７⽉の特別区⻑会で決定）
●その代替として、損害保険ジャパン株式会社から「区⺠交通傷害保険」の提案があり、平成14年４⽉から港区で実
施しています。（令和２年度は、港区を含め14区が実施）

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 695 － －

その他

平成３０年度 0.0% 0 0 0 637

令和元年度 0.0% 0 0 0 665

令和２年度 0.0% 0 0 0 695

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃⽌　　　　４廃⽌

●現⾏の指定保険会社が扱う保険より利便性の⾼い（ウェブや郵送での加⼊可、クレジットカードや⼝座振替での保険料納
⼊可、いつでも加⼊申込できる、⾃動更新、補償範囲が広い等）保険が多く販売されており、区⺠にとって⼗分な選択肢が
ある中で、区が特定の保険のみを取り扱う必要性が低くなっています。
●区が実施する事業やサービスにおいても対⾯レス化やキャッシュレス化への転換が求められていますが、現⾏の区⺠交通傷害
保険は、加⼊申込⽅法が窓⼝での紙の申込書提出のみであることや、保険料納⼊の⽅法が窓⼝での現⾦払いのみであるこ
となど、「ニューノーマル」との不一致が⼤きな課題です。ウェブ申込の導⼊などを指定保険会社に要請していますが、実現の予
定はありません。
●よって、区が保険契約者となる現⾏の⽅式を、同種の複数の保険を同等にホームページ等で紹介する⼿法へ⾒直します。
ただし、区⺠への⼗分な周知期間を確保するため、令和３年度は区⺠交通傷害保険と他の同種保険の紹介を並⾏して実
施し、令和４年度から同種保険の紹介へ完全移⾏します。 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃⽌　　　　４廃⽌

保険の申し込み等の⼿続においては、今後の新しい生活様式を踏まえた対⾯レス化やキャッシュレス化に対応していく必要があ
るため、保険の加⼊受付を区から⾦融機関等に変更し、移⾏期間の中で、指定保険会社が保険書類を取りまとめる⽅向性
で、指定保険会社と協議し、事業の実施⽅法を⾒直すことで、事務の効率性を⾼めることが期待できるため、「縮小・一部廃
⽌」評価とします。
今後は、事務⼿続きの変更を指定保険会社と調整するとともに、事業を区が実施する必要性を引き続き検討し、区⺠への丁
寧な周知と案内に努めてください。港区⺠交通傷害保険事業要綱

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 （31）経営⼒を強化し、諸施策を着実に推進する

 ４ 施策名 ②基礎⾃治体として⾃主・⾃⽴した⾏財政運営の確⽴

指標２

●港区を保険契約者、保険の加⼊者（区⺠）を被保険者、区⻑が指定する保険会社（指定保険会社）を保険
者とする⽅式で事業を実施しています。
　【加入申込期間】2⽉〜3⽉(2か⽉間)　　　【申込方法】区または⾦融機関窓⼝に申込書(紙)を提出
　【保険料納入】区または⾦融機関窓⼝で現⾦を納⼊　　　【保険期間】1年間(4⽉〜3⽉)
　【加入資格者】港区在住者　　　【補償内容・保険料】別紙参照
●構成員10⼈以上で加⼊する町会等の団体に対し、区から報奨⾦(納⼊保険料の8％)を支給しています。
　※港区独⾃の取組で、他の区⺠交通傷害保険実施区は⾏っていません。
●毎年度、損保ジャパンから区へ事務⼿数料が支払われています。

指標１
区民交通傷害保険加入者数(人)


